
平
成
二
十
年
十
月
二
日
提
出

質

問

第

六

五

号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

�
添
大
臣
が
九
月
三
〇
日
に
記
者
会
見
で
発
表
し
た
「
県
民
健
康
保
険
」
構
想
は
、
記
者
会
見
す
る
ま
で
に
厚
生
労
働
省

の
担
当
者
と
事
前
に
相
談
し
た
の
か
否
か
。

二

記
者
会
見
の
後
、
厚
生
労
働
省
に
検
討
の
指
示
を
出
し
た
か
。
出
し
た
な
ら
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
指
示
を
誰
に
出
し
た

か
。

三

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
、
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
変
え
た
人
は
全
国
で
お
お
よ
そ
何
人
か
。
把
握
し
て
い
る
範

囲
で
各
市
町
村
な
り
、
全
国
の
概
数
を
お
教
え
願
い
た
い
。

四

全
国
で
天
引
き
に
よ
り
社
会
保
険
料
控
除
が
な
く
な
り
、
増
税
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
天
引
き
増
税
」
に
な
る
の
は
、
何

人
く
ら
い
と
推
計
し
て
い
る
か
。

五

そ
の
天
引
き
増
税
に
な
る
の
は
、
天
引
き
に
な
る
高
齢
者
の
う
ち
の
何
割
く
ら
い
か
。

六

す
で
に
口
座
振
替
に
し
て
い
る
人
数
は
、
天
引
き
増
税
に
な
る
高
齢
者
の
お
お
よ
そ
何
割
か
。

七

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
今
後
、
年
齢
で
区
切
る
と
い
う
原
則
を
変
え
る
の
か
、
変
え
な
い
の
か
。

八

い
つ
ま
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
続
け
る
の
か
、
い
つ
か
ら
新
し
い
制
度
に
変
わ
る
の
か
。

一



九

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
後
の
新
し
い
制
度
に
お
い
て
は
、
公
費
負
担
、
若
人
負
担
、
後
期
高
齢
者
負
担
の
五
対

四
対
一
の
負
担
割
合
は
変
え
る
の
か
、
変
え
な
い
の
か
。

一
〇

国
民
健
康
保
険
に
お
い
て
、
一
八
歳
以
下
で
資
格
証
明
書
が
発
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、
全
国
で
何
人
か
。
九
月
末
締
め

切
り
で
調
査
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
が
、
結
果
は
い
つ
公
表
さ
れ
る
の
か
。

一
一

「
後
期
高
齢
者
」
と
い
う
呼
び
名
は
失
礼
と
は
考
え
な
い
か
。
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
か
、
見
直
す
と
す
れ

ば
い
つ
見
直
す
の
か
。

一
二

二
〇
歳
以
上
の
勤
労
者
の
う
ち
、
非
正
規
雇
用
は
何
割
か
。
そ
の
う
ち
の
何
割
が
正
規
雇
用
を
望
ん
で
い
る
の
か
。

一
三

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
元
の
老
人
保
健
制
度
に
戻
す
場
合
、
一
〇
月
一
日
か
ら
新
た
に
徴
収
に
な
る
被
扶
養
者
の
う

ち
何
割
の
人
が
保
険
料
が
高
く
な
る
の
か
。
安
く
な
る
人
は
何
割
か
。

一
四

一
三
の
質
問
の
事
項
に
つ
い
て
、
保
険
料
の
負
担
が
高
く
な
る
人
や
、
安
く
な
る
人
は
何
割
か
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た

モ
デ
ル
世
帯
の
調
査
で
は
な
く
、
実
態
調
査
や
サ
ン
プ
ル
調
査
を
し
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。

一
五

一
四
の
実
態
調
査
や
サ
ン
プ
ル
調
査
を
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

一
六

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
老
人
保
健
制
度
に
戻
し
た
場
合
、
天
引
き
が
な
く
な
り
、
減
税
に
な
る
人
は
七
五
歳
以
上
の

二



高
齢
者
の
何
割
か
。

右
質
問
す
る
。

三


